
沖縄県発達障害者支援センター
機能と役割について

沖縄県発達障害者支援センターがじゅま～る

主任 久貝晶子

（社会福祉士・精神保健福祉士）

第３期沖縄県発達障害者支援体制整備計画（令和元年度から令和５年度まで）

・発達障害者の実態把握
・発達障害の原因の究明、診断、治療、
支援方法等に関する調査研究 等

・発達障害者支援センターの設置
・市町村への技術的指導
・県内の発達障害児（者）支援体制整備
・医療機関の確保 等

・早期発見のための事業
（乳幼児健診等の母子保健事業）
・相談支援の窓口 等

発達障害者支援法に基づく国、県、市町村の主な役割

国 県 市町村

※ 重点課題ごとに、県および市町村の役割について明記

沖縄県（子ども生活福祉部 障害福祉課）ＨＰ リンク先
h t t p ://w w w .p re f .o k in a w a .j p /s it e /k o d o m o /s h o g a if u k u s h i/in d e x .h tm l

県と市町村で役割を分担しながら、早期発見・早期支援、相談支援・発達
支援、学齢期の支援、成人期の支援と、切れ目のない支援体制を整備

発達障害者支援センターの概要
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厚生労働省

発達障害者支援センター

都道府県・指定都市が、

障害者総合支援法に基づく都道府県
地域生活支援事業として実施

67都道府県、政令市に97ヶ所設置
（令和3年4月現在）

①相談支援

②発達支援

③就労支援

④コンサルテーション

⑤会議参加

⑥研修

⑦普及啓発・研修 企業、地域住民

関係機関
児童相談所、知的障害者更生相談
所、福祉事務所、保健所、精神保
健福祉センター、医療機関、障害

児等療育支援事業実施施設、
障害児支援事業実施施設、教育委
員会、学校、幼稚園、保育所、公
共職業安定所、地域障害者職業セ
ンター、障害者就業・生活支援セ

ンター等

当事者・家族

支援

発達障がい児(者)への
支援を総合的に行う

ことと支援体制の整備
を目的とした拠点機関

補助

年齢に応じた重層的な支援体制イメ ージ

第3次 支援機関

【 都道府県 】

高度な専門的支援
（バックアップ）
人材育成 等

一般施策の
機関等

児童相談所 ・ 精神保健福祉センター ・ 発達障害者支援センター 等

総合センター（医療機関、障害児入所施設、児童発達支援センター 等の複合）

就業・生活支援センター

保健所 ・ 障害児等療育支援事業 等

障害児入所施設、児童発達支援センター 等

特別支援学校（センター校）、高等学校

相談支援事業 ・ 保健センター ・ 家庭児童相談室 ・ 社会福祉協議会 ・ 障害福祉サービス事業所 等

障害者職業センター都道府県が設置する教育センター 等

療育機関（児童発達支援事業、放課後等デイサービス 等）

子育て支援サービス

保育所・幼稚園
認定こども園

就労支援事業所 等

ハローワーク
（専門援助含む）

教育委員会（教育研究所含む）

医療機関（小児科、心療内科、精神科 等）

第2次 支援機関
【 障害保健福祉圏域 】

専門的支援
地域支援 等

第1次 支援機関

【 市町村 】

身近な地域で早い
段階からの支援

生活の場に
おける支援

関係機関等と
連携・協力に
よる支援機能

の充実

＊ 厚生労働省「障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正について」関連資料一部改編

乳幼児期 学齢期 成人期

パーソナルサポートセンター
サポートステーション 等

放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

学校（小・中学校（特別支援学級含む））

1

＜資料2＞

http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shogaifukushi/index.html


・発達障害者支援センター運営事業（必須事業）

・市町村発達障害支援体制サポート事業（任意事業）

実施主体：沖縄県

（ 主管課／子ども生活福祉部 障害福祉課 ）

運営：社会福祉法人 沖縄肢体不自由児協会

所在地：沖縄市比屋根5丁目2番17号

（「沖縄中部療育医療センター」に併設）

開所日：平成21年4月1日

対象者：県内にお住まいの発達障がいのある方や
ご家族、発達障がい児者支援に携わる方

市町村発達障害者支援体制サポ—ト事業（通称：市サポ）

発達障害地域支援マネジメント強化事業
※平成２９年よりNPO法人わくわくの会委託

通常の支援が難しい困難事例
等に対する事業所等に対し、
発達障害に対する理解を深め、
支援を実施できるよう 助言・
指導・ 支援を実施します。
（ 支援内容例）
・ 困難事例に対応できるよ
う 一緒に考えます
・ 圏域で抱える困難事例に対
する支援

がじゅま〜るの利用について
• 利用日時： 月～金曜日（ 祝祭日除く ） 9時～ 17時

• 利用料金： 相談に係る費用は無料

• 利用方法： 来所相談は要予約
※原則、 メ ール・ FAXによる相談は受けており ませんが、

来所が困難な場合はご相談下さい。

【 がじゅま～るで提供できないこ と 】

• がじゅま～るは医療機関や療育施設ではなく 、 広域相談支援機関に
なり ますので、 診断、 投薬等の医療サービス（ 医師による診察、 検
査、 診断書作成など ） や医療機関受診のための紹介状作成、 訓練等
の療育機能や定期的なカウンセリ ングはご提供できません。 それら
を希望される方には、 必要な情報を提供させていただきます。

※検査実施目的のみでのケース紹介は、 お受けできません。
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ご本人やご家族の方を応援します！
（直接的な支援）
センターでは、 身近な場で日常的に支援をしてく ださ る方
と 連携するこ と で、 ご本人やご家族の生活を支えていく こ
と を基本スタンスに考えており ます。

• 幼児～学齢期の相談に関しては、 関わり 方のヒ ント 等を一緒に考え
たり 、 身近な支援者（ 保健師や教諭等） へおつなぎしており ます。

• 成人期の相談に関しては、 利用できる地域の資源が限られているこ
と もあり 、 センターにて面談を行う こ と も多いです。 問題を整理し、
当面の解決策を考えたり 身近で利用できるサービスを検討します。

• 他機関へ紹介する際は、 可能な限り 先方に事前連絡し、 事情を伝え
たう えで、 相談に乗っていただけるよう 調整をかけます。

9

相談者をご紹介いただく際は、
事前連絡をお願いいたします♪

支援者の方を応援します！
（間接的な支援）
ご本人やご家族が、 身近な場で必要な支援が受けられるため
には、 地域の支援者が発達障がいについて正しく 理解し 、 適
切な対応や支援を提供できるよ う になっていただく こ と が大
切だと 考えています。

研修
発達障がいを支援する方々を対象に、 関係機関と 連携を図り 研修を実施

講師派遣
発達障がいに関する研修会等に、 がじ ゅま～るのスタ ッ フを派遣

調整会議
地域支援体制整備に関する関係者会議（ 協議会等） への参加

機関コンサルテーショ ン

事業所や企業へ訪問し 、 ケースや運営についての助言／研修等を実施

個別調整会議
個別ケースの支援に関する会議等への参加

直接支援の流れのイメージ

本人および
その家族

身近な支援者

第1次～第2次

支援機関

がじゅま～る
（第3 次支援機関）

① 直接、相談の連絡

②調整②支援

③バックアップ

がじゅま～るHPを改定しました！

その他、研修案内なども
ございますので、
ご活用ください( ˘◡˘ ) 
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市町村の相談窓口を検索
できるようになりました。

市町村検索

乳幼児期/教育・ 学齢期/成人

相談内容

URL → https://dougalib.okinawa-gajyumaru.jp/
※上のQRコード より 、 本サイ ト に移動します

動画ライブラリについて

当センターがこれまでに
開催した研修会・ 講演会や
当センターで作成した発達
障害等に関する説明動画が
掲載さ れており ます。

※今後、 サイ ト のレイアウト 等が
変更さ れる可能性がございます。
また、 掲載動画は随時更新予定です。

皆さんに情報発信します！
（普及・啓発等）
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当センターで作成した社会資源リスト等 HPから無料ダウンロード可能

☆ 啓発小冊子「発達障害ってな～に？」

☆「発達障がい児者支援に関わる相談・支援機関リスト」

☆「発達障がい児（者）の診療等を行っている医療機関リスト」

☆「発達障がい児者支援に関する親の会・当事者団体等リスト」

☆「発達障害支援ガイドブック「学齢期編」ABCD仮説くん」
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https://dougalib.okinawa-gajyumaru.jp/

